
 

平成 23 年度の主な取組と将来の姿 

平成 23 年度の主な取組 将来の姿 

人々が幸せに豊かに暮らすまち 

 

大阪の市民の力によって築かれてきた 

有形無形の豊かな資産の活用による 

「なにわの力」の復興 
 

みんなで支え合い、助け合う 

地域の輪が広がる 

 

強い「つながり」「きずな」がある 

 

生きがい・やりがいがある 

 

将来にわたって安全で安心 

 

市民の暮らしや地域活動を総合的に 

サポートする区役所・市役所 

 

市民の暮らしや活動をしっかりと支える、 

持続可能な行財政基盤の確立 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

地域活動協議会形成の取組（4 区 7 地域から） 
防犯・防災の取組 

地域での子どもの見守り活動 など 
 

コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスの創出 

区政会議の設置 

地域担当制の強化 

地域懇談会、車座会議 など 

フロアマネージャーの配置 
多様な相談に対応する経営相談窓口の設置 
証明書発行業務の外部委託化（１か所） 

事業所との連携強化 
技術職員の配置（モデル 5 区） 

 
「協働まちづくり室」の設置 

全局に「地域支援・協働窓口」の設置 

収入の確保、総人件費の抑制、内部管理費等の削減、 

外郭団体等の見直し、市民利用施設等維持管理費の抑制、 

国基準・他都市水準を上回っている事業や比較困難な事業の 

点検・精査などによる施策・事業の選択と集中、 

公共事業のあり方検討 など 

地域 

 

市役所（区役所・局） 

区 

 

行財政 

平成 24 年度・・・ 



平成24年度～ 将来の姿 （おおむね10年後）平成23年度

地域活動協議会等への支援

★地域のことは地域で決め、さまざまな人たちが

地域のまちづくりに参画している。

★地域で暮らす人、働く人、学ぶ人たちがつなが

りあい、地域の商店街やまちの中小企業も元

気になり、人々の交流が生まれている。

★地域での「つながり」「きずな」が育まれ、誰も

が安心していきいきと暮らしている。

★ビジネス手法を取り入れた地域活動によって、

地域内での資源循環や雇用が生まれている。

・地域交付金の対象事業の拡大
（地域が担う公共的な事業を対象）

・地域振興、安全防犯、地域福祉の各事業
（事業の位置づけを変えて交付金化）

・他地域での自主的な形成促進

・積極的な取組への「事業補助金」の創設

・モデル実施（４区７地域）

・新たな「運営補助金」の創設（２３年度～）

・地域課題や住民ニーズの調査（上記４区）

■地域担当制の強化 ■地域の市民活動をより有効に支援するため、
区役所、中間支援組織の連携強化
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・協議会運営への補助金
・積極的な取組みへの補助金（H24～）
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地域活動協議会

各種団体や企業等、多様な人
材が集まり、協働して取り組む
連合振興町会、地域社会福祉
協議会などを軸に形成

できるところか
ら自主的に形成
（校区等地域）

学校園・
ＰＴＡ

区役所

地域を支援し、地域
課題の解決に向けて、
協働して取り組む
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